
地域共創ビジネス支援事業（新規・公募） 
 

～域内外交流創出型コミュニティビジネスの発展を支援～       

 

（１） 趣旨 

◆地域資源を活用し、地域に密着した地域協働型コミュニティビジネスをさらに発展させることを目的とした事業

（以下、地域共創ビジネスと呼ぶ）に支援します。 

◆地域力創造に向けて、地域コミュニティの発展・再構築を誘導するような地域資源活用型ビジネス（域内外交

流創出型コミュニティビジネス）を目指す地域に対して、専門的な知識やノウハウ・経験を有する民間人材派

遣等に支援します。 

  

（２）主な事業内容 

従来のコミュニティビジネスを基盤にして、広域の販路開拓、他地域の専門的人材等による商品開発、他

地域資源との連携などを通じて発展的展開を目指す事業に対して、必要経費を助成します。 

 

（３）公募概要 

助成対象者 市町村 
助成額 １事業 ５００万円 以内 
助成率 助成対象経費の２／３以内 

助成対象経費 

助成対象経費は次に掲げるいずれかに該当するものとする。 
（１）助成対象事業に必要な経費（人材派遣等の委託費を含む） 
（２）助成対象事業に係る組織の活動等に要する経費 
（３）その他、財団が必要と認めた経費 

助成対象期間 平成２１年４月１日 ～ 平成２２年２月２０日 

対象事業数 ４件程度 

公募期間 平成２１年３月 1日～４月１７日 

留意事項 
（１）市町村が推薦する事業であること 
（２）市町村は都道府県を経由して申請すること 
（３）期中の概算払いは行わないこと 

問合先 

（財）地域総合整備財団 地域再生部  担当：嶋田 

〒102-0093  東京都千代田区平河町２－５－６ 新平河町ビル 

TEL：03-3263-5736  FAX：03-3263-5732 

E-mail：shimada@furusato-zaidan.or.jp 

ＵＲＬ：http://www.furusato-zaidan.or.jp/   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                       別紙 1 
 

地域力創造事業「地域共創ビジネス支援」

ビジネス規模・範囲：大きい

ビジネス規模･範囲：小さい

広
域
需
要
も
対
象

地
域
内
需
要
を
対
象

１．福祉 ２．環境 ３．情報ネット ４．観光交流
５．食品加工 ６．まちづくり ７．商店街の活性化
８．伝統工芸 ９．地域禁輸 １０．安全
１１．農林水産 １２．教育 １３．文化・スポーツ
１４．運輸 １５．エネルギー供給
１６．職業訓練
１７．コミュニティ・ビジネス支援 等

一般のコミュニティビジネス

地域共創ビジネス

地域と協働する民間・組織への人
的支援等を通した付加価値の高い
地域産業・ビジネスの創出を支援

継続性のある発展したビジネス

（地域資源を活かした高付加価産業の創出）
（自立循環型の地域経済システム構築）

（特産品開発など）

本事業の支援対象
地域共創ビジネスへの発展を目指す市町村が
人材派遣等を通じ、ＣＢ事業の起業から企業へ
発展、地域製品から全国展開商品へ、ニーズに
適した商品･システム 開発・ 販路拡大、人材育
成等への支援
※ハード購入費は除外（試作品は支援）

人材支援等を通じ、ＮＰＯなど中間支
援組織への支援による地域へのＣＢ
事業者の再生（コーディネーターやア
ドバイザー等による支援・助言）を助成

地域内、外の住民
やＣ／Ｂ同業社との
協働や情報提供

 

対象となる事業イメージ 

 
 

○地域資源や製品を商品として事業化していくために必要な専門人材等への人件費及び経費の支援 
 
○製品・サービスを「売れる商品・サービス」へと成長させ、新たなマーケット開拓を目指すのに必要な専門 
人材等への人件費及び経費（実験販売・モニター調査研究など） 
 
○「地域共創ビジネス」の事業化に必要な人材・組織の育成（専門家等による研修や先進地視察）等への支援 

 
○事業者の能力を最大限活用しつつ、ビジネス面の能力開発をサポートし、「起業家」から「企業」へレベルア 
ップするための専門アドバイザー派遣依頼費用を含む支援 

 
  
 


